
フランスにおける学校支援と青少年の地域公共空間

一余暇センター (Centrede loisirs) を中心にー

はじめに

今日日本における教育課題のーっとして、地域における連携協力およびそ

れを通しての学校支援が大きく打ち出されている。 2006年教育基本法第 13条

「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」がうたわれ、また 2008年文

部科学大臣諮問「新しい時代に求められる青少年教育のあり方についてJにお

いて「青少年の健全な育成のためには、学校、家庭、地域が相互に連携して社

会総がかりで取り組みを進めること Jがあげられているのはその端的な現れで

あろう。なかでも昨年度から『地域全体で学校教育を支援する体制づくり Jと

して 50億円以上の予算を計上し全国 1，800箇所の市町村で設置された学校支援

地域本部事業は、その具体的な展開であるともいえる。

ところで、こうした地域における連携協力・学校支援といった動きは、近代

教育の形成過程において普遍的な国民教育に重点がおかれ「地域」という個別

的な視点からの教育を問題にする伝統の少なかった西欧諸国においても、近年

重要な課題となっている。その背景には、例えば企業や教会、親やボランティ

ア団体などの連携を重視し教育水準の向上を図るというイギリスのパートナー

シップのレトリックにみられるように、グローパリゼーションの中での効率性

追求の視点からの地域の民間活力の活用といった新自由主義的要素があること

は否めないれ}。しかしより本質的には、地域における連携協力・学校支援の

動きには、学校という従来の社会化機能が十分機能せず、学校から排除される

個人が恒常的に生み出されるという現実の中で、普遍的な国民教育のあり方へ

のオルタナティプの可能性の追究ということがあるように思われる。つまり、

地域社会や個々の子どもの生活を視野にいれなければ教育が成りたたなくなっ

ているために、学校教育システムの中に地域を考慮することが不可欠になって

きていることを示している。

本稿で扱うフランスでも、 1980年代以降、教育活動において地域との関わり

を重視し、連携協力や学校支援にかかわる活動や施策が大きく展開されてきて

いる。ここでは、そのことのフランスにおける特徴と意味を、学校時間外の青

少年教育施設として全国に広がっている余暇センター (cen加 deloisirs、2007年

から正式名称が Accuei1collectif de mineursに変わったが、今日なお余暇センター

と広く呼ばれているので本稿でもそれに則る)の事例を中心に考察するは}。
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1 余暇センターの誕生とその性格

フランスにおいて学校時間外の青少年教育活動は、 1880年代の初等義務教

育制度の成立とともに学校を補完するものとしてアソシアシオン association(教

育同盟、フランスカトリック事業連合など)によって広がったパトロナージュ

patronageに遡る。それは、主に民衆の貧しい子どもたちを保護し、衛生活動、

リクリエーションや教育を施し、社会秩序(モラル)の保持をめざしたもので

あった。 20世紀に入ると、それらの活動は、海外の青少年活動の影響や労働

時間短縮による余暇活動の活発化の中で、子どもたちの中でもスカウト運動や

コロニー・ド・バカンス(林間学校)などにおける野外・スポーツ活動の影響

を受けながら広がる。戦後になると新たに生まれたアソシアシオン(率直な仲

間たち、青年と文化の家など)も参入し、「大都会から離れた所で、子どもが

一日を過ごす」ための野外センター (centreaere) という青少年のための余暇施

設が、国家プランの一環として予算を伴って設立されていくことになる 13)。

こうした流れを受けて、 1970年に余暇センターが誕生するのだが、それは

従来の青少年教育施設に比して、次のような特徴をもっていた(表 1参照)。

第 1に、学校の単なる補完活動としてではなく、学校とは関係をもたない独

自の活動へと広がっていったことである。つまり、イニシヤル・フォーマルな

教育の枠組みの中にとどまらず、学校時間外の余暇を享受し豊かに楽しむこと

(plaisir) による子どもたちの開花 (epanouissement)が志向された (4}。「16歳以下

の未成年者を学校長期休暇および余暇時間に迎え入れる場J (1970年 6月 1日

付け政令第 I条)として余暇センターが定義されたのは、このような余暇が意

識され多様な活動が展開されることが想定されていたものとみることができ

る。

第 2に、学校とは関係をもたない独自の学校外の活動という位置づけは、そ

の領域での専門指導職員の必要性を促した。アニマトウール animateurと呼ばれ

る専門職員の養成と配置が計画されることになったのはそのためである。具体

的には、専門指導職員あるいは管理運営者の資格としてアニマトウール職適正

証書 (BAFA)と管理職適正証書 (BAFD)が創設され(1973年 2月 8日付政令)、 1980

年までに 5万人のアニマトウール養成が計画された。

第 3に、従来の学校外の活動は、カトリック・世俗を問わず、全国的アソシ

アシオンによって組織化されていた。したがって活動は、全国的な広がりをも

っていたが、地域との関係で組み立てられる志向が希薄であったことは否めな

い。その意味で、余暇センターの設置運営者として市町村や地域アソシアシオ

ンなどが想定されていたのは、設立当初においては必ずしも意識されていたわ

けではないが、後に余暇センターの活動が地域中心で展開されていく土壌とし
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て注目しておきたい。

こうして余暇センターは、公的整備を伴いつつ 1970年代半ばには 6，141施設

を数えるまでに広がることになった。

パトロナージュ 野外センター 余暇センター

(19世紀後半'"1970 (I950 '" 1970年頃) ( 1970年"')

年頃

主な活動 保護・衛生・リクリ 野外余暇活動 教育的余暇活動

エーション・モラル

教育から野外・スポ

一ツ活動にまで展開

主な対象 民衆層 民衆層 中間層・低位層

指導者 司祭/小学校教師 小学校教師/専門指 専門指導員(国家

導員 資格保持者)

組織運営主体 全国アソシアション 全国アソシアション 地域アソシアショ

ン/市町村

学校との関係 学校教育の補完 独自な学校外教育活 独自な学校外の活

動 動から地域協働志

向へ

地域との関係 希薄 希薄 連携の意識化

表1.主な青少年教育施設の特徴

2 学校外の教育活動の組織化と余暇センターの発展

設立当初の余暇センターを支えたのは、当時フランス社会で増大していた

中間層であった。だが、 1980年代に入りそれら中間層の階層格差の拡大とそ

の再生産が進むと、設立当初の活動は問い直されることになり、余暇センター

は大きな転換を迎えることになる。それはやや結論的に述べれば、それまでの

文化・スポーツなど多様な余暇活動からより教育的な活動へとシフトしてい

く。それはまた、余暇センター内での学校外活動から、学校や地域との協働を

志向する活動へのシフトでもあった。

( 1 )学業失敗の社会問題化と学校外の活動の捉え直し

1970年代後半の労働市場の激変は、その人材確保のため学校システムの変

化を促すことになった。そこでは、学校はもはや青少年にとっての単なる人生

の一過程ではなく、学業での成功と失敗が職業的参入を大きく左右するように

なり、人生において重要な位置を持つことになる。つまり学校は人生のキャリ
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アを決定づけ、これまで以上に社会的地位を決定づける選別的機能をもたらす

ことになった。そのととを顕在的に示したのが、中等教育の統ーを保障し大衆

化が進む中で、結果として生み出された学業失敗の大量発生の問題である o 学

業失敗は、落第から進路指導におけるコースの「格下げ」へ、そして無資格で

の離学から失業へという一連の失敗の連鎖を意味する(5 )したがって、それ

は単に低学力の問題ではなく、社会問題として広く認識されることになった。

さらに同時並行的に進行した「新しい貧困の発見J (それまで一定の地位を確

保していたはずの人々にまで及んだ社会的下降)と社会的排除の問題(単に所

得の次元だけでなく生活の多次元における剥奪)は、労働市場の悪化だけでな

く、住宅、医療、教育など社会包括的な問題であることが明らかにされるにつ

れ、学業失敗の克服もまた、社会的排除問題の中心的課題であると意識される

ようになる， 6)。

こうした学業失敗の問題に、いち早く取り組んだのが、地域ボランティアや

地域アソシアシオンであった。 1980年代、いわゆる「困難な地区 quartier en 

difficulte J と呼ばれる地域では、宿題援助を中心として学習支援を行う小規模

な地域アソシアシオンが多く生まれたといわれる。それはやがて学習随伴活動

(accompagnement scolaire/ accompagnement a la scolarite) とし、う学業の成功に必要な

学習・文化の習得や宿題の手助けを学校外において無償かっ少人数で行う学習

支援活動として定着していくことになるのだが、青少年の学びと育ちに地域の

人々が関わっていく基盤が広がる契機が生まれたといってよいだろう 171。そ

うした基盤を背景に、余暇センターにおいても、学業失敗問題との関連から余

暇活動の意味がとらえ直されていった。

余暇センターで追求されたのは、宿題援助や学校の授業の補習ではなく、む

しろ学業失敗との闘いとして余暇活動のもつ可能性の追求であった川)。それ

は、第 lに、余暇活動を通して、日常の生活や学校で学んだことを試したり表

現することで、学習を確かなものにしていくことができるという点に求められ

た。例えば、学校で学習した言語や算数を、ストーリーテーラーや演劇活動な

どで定着を図ったり、ゲームなど遊戯的アプローチ(approche ludique) によっ

て確実なものにしていくというねらいをもって活動が組み立てられることにな

る。第 2に、学校で成功するために、余暇活動が必要な文化的土台となるとい

う点である。学校になじめない多くのこどもたち(その多くが学業失敗の状態

におかれている)が抱える問題は、学業以前に家庭での生活文化と学校文化の

ギャップであるこ左が多い。したがって、余暇センターの重要な任務として、

活動によって子どもたちが学校文化に親しめるように援助することであり、そ

うした活動こそが学業の成功へ導く鍵となるとされるのである。第 3に、子ど
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もの学校のリズム、個人のリズム、社会のリズム、家庭のリズムなどの時聞と

それに伴う空間との関連を視野にいれながら、子どもの発達を促す活動を図っ

ていくという点である。というのは、学業失敗の克服には、子どもの地域での

生活条件や社会的不平等の影響など、子どもの生活をトータノレに捉えることが

重要であると考えられるからである (9)。

こうした学校外の活動の捉え直しは、学校教育に対して「平行的なもの

( parallele) Jだけではなく、「周辺的なもの (autour)Jが必要であるとして、

学校周辺活動(periscolaire)の用語を伴って広く定着していくことになる。すな

わち、従来、漠然と学校と学校外と捉えられていた子どもの活動領域の中間に、

教育的・社会的目的をもった今一つの活動領域が明確に意識されることになっ

た川。そしてこうした学校周辺活動は、国の教育政策としても大きく展開さ

れていったのである。

( 2 )学校周辺教育関連政策の登場と展開

1981年新しく政権に就いた F.ミッテラン大統領はその国会教書において、社

会的不平等の縮小を主張し、その際なすべきこととして「自由時間での社会的

差別をなくすこと」を強調した川。これは直接的には 1981年の自由時間省の

創設につながるが、そこには青少年の自由時間=学校外の時間における社会的

不平等の縮小への意図が含まれていた。「子どもの解放された時聞が、新しい

不平等な時間となってはならない。社会はそれを組織し構造化する手段を与え

られるべきである」と後に Lファピウス元首相が語ったのもそうしたことと

軌をーにするものであった問。

学校周辺活動に関わる教育政策は、こうした自由時間における平等理念を基

本としつつ進められることになるが、それは一方で教育の地域化と学校周辺活

動の公役務性の追求、他方での子どもの生活リズム調整政策の推進、さらにそ

れらの活動を担う専門職員の養成と配置を通して展開された。

①教育の地域化と学校周辺活動の公役務性

教育の地域化(territorialisation)に関わってまず注目されるのは、 1982年に開始

された教育優先地域 (ZEP) 政策である。 ZEP政策は「学業失敗率の高い地域

.社会環境での教育活動を選別的に強化することによって不平等を是正する」

( 1981年 7月 1日付国民教育省通達)ために実施された。つまり、 ZEP政策は、

学業失敗が社会的・文化的に剥奪された地域環境を背景にもつ生徒がその就学

時から出会う困難に本質的に結びついているという問題に着目し、学業失敗問

題を生徒の社会的・文化的背景と結びつけて取り組むことに方向付けた点に特

徴があった。そこから教育の実施にあたって地域社会環境や地域政策との結合、

-137一



教育における学校外の多様なパートナーとの協働が志向された、フランス教育

制度における新たな試みであったけヘ

次いで 1983年に始まる地方分権改革では、学校施設を開放し地域住民を学

校に迎え入れる制度の導入や、地方自治体に学校教育を補完する教育・スポー

ツ・文化活動を推進する権限を与え、さらに 1984年には「青少年が多様な関

心を抱く自らの環境の知識を深め、表現や組織能力を発達させる」ために「学

校周辺教育アニマシオン (AEPS)Jの重要性が称揚され、学校外のアクターの

学校教育への関与が奨励されるようになった川。

また地域で広がっていた学習随伴活動は、 1992年には「学習随伴活動憲章」

が策定され、国民教育省・青少年スポーツ省を初めとする 13の関係省庁と民

衆教育団体等 32のアソシアシオンが調印し、学校と地域アクターの繋がりを

一層拡大する方向が生まれた川)。

こうして、地域アクターを介して教育の地域化が推進されることになるが、

これらの活動は 1989年教育基本法第 1条において「教育の公役務につながる

学校周辺活動J(教育法典L.551・1)として位置づけられることになった。

②青少年の生活リズム調整政策

さらに学校周辺教育関連の政策として注目されるのが、青少年の学校におけ

る学習リズムだけでなく、生活全体の中でのリズムに注意を払うことによって、

彼らのバランスのとれた発達を促そうとする青少年の生活リズム調整

(Amenagement des rythmes de vie de l'enfant et du jeune) 政策である。これは、「子ど

もが実際に生活する場所で、リズムを総合的に捉える Jため、「その生活条件、

両親の労働および住宅事情、経済的困難や社会的不平等の影響、彼らのまわり

の文化的資源の豊かさや貧しさ、これらを無視できない重要な教育環境として

認識していくことで、教育のパートナーの再認識、学校の内外を通した一貫し

た時空間的な管理を行おうとしたJ ものであった{附 o それは、青少年の生活

を総合的に捉え彼らの生活全体から出発するので、学校と学校外の教育パート

ナーシップを不可欠のものとし、「子どもとその家族の生活条件、彼らの暮ら

す地理的・社会的環境の多様性を考慮した教育空間を創出し発展させること J

(1991年 9月 1日付国民教育省・文化省・青少年スポーツ省共同通達)が目

指されたのであった(1。

具体的には、それはまず「初等段階における就学時間調整、学校との地域教

育パートナーとの関係の発展J (1984年 12月 13日付国民教育省・青少年スポ

ーツ省通達)や「学校教育時間外に実施される社会・文化活動、とりわけ体育

とスポーツ活動の発展を促進し、学校教育を補完する」こと、さらに「余暇セ

ンターが学校と結びつくこと (CLAE)J が期待された。当初それらの活動は、
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就学前・初等段階の子どもが対象であったが、 1992年には中学生、 1995年に

は若者の生活リズム調整として広がった。 1984年には 800件のプロジェクトに

20万人の子どもが参加したが、 2003年には、 9275市町村、 2690件、 407万人の

青少年が参加するまでに広がったけ則。

青少年の生活リズム調整政策は、 1998年には地方自治体と余暇センターな

どの機関・団体が締結する地域教育契約 (CEL) として、学習随伴活動契約

(CLAS)、学校連帯ネットワーク (RES)、学校周辺教育アニマシオン (AEPS)

などとともに統合され、契約に基づく地域教育プロジェクトとして実施された

( 19) 

③社会的排除との闘いとしての学校周辺活動

学校周辺活動に関わって特筆されるべきは、その活動へのアクセスが「社会

的排除との闘い」として考えられていることである。社会的排除とは、「特定

階層や周縁の問題ではなく、現代社会に生きる個人が、脆弱化した社会的紐帯

の下で、常にそこから脱落し貧窮に陥るというプロセスに脅かされている状況J

閣をさす。したがって、労働市場からの離脱という次元にとどまらず、住居、

保健、教育、近隣コミュニティといった多次元的な領域において、基本的権利

へのアクセスの困難として現れる。

そうした基本的権利へのアクセスとして、文化・スポーツ・バカンス・余暇

活動に参加する機会の平等もまた重視され、その実現のために、「とくに恵ま

れない地域を優先して、芸術・文化・スポーツ活動の発展や学校周辺活動やア

ニマシオン、集団的余暇・バカンス施設に通う青少年が関心をもって行動する

分野にお け る 人 間 形 成 (fonnation) の促進J(1998年「排除との闘いに関する

基本法J第 140条)がめざされた。それは、 2000年代に入ると「ナショナル・

アクション・プラン Plan national d'action francaise contre la pauvrete et l'exclusion 

socialeJ として具体化されていくが、芸術・文化へのアクセスや余暇・スポー

ツ活動のためのクーポン券や手当の保障、バカンス手当などが予算化された。

その結果、余暇センターを含む諸文化・スポーツ施設での活動参加が容易にな

ったり、青少年のバカンス旅行の増加が進んだ 121)

④ 学校周辺活動関連職員=アニマトウールの養成と配置の拡充

このような動きと平行して、学校周辺活動関連政策の推進のためのアニマト

ウールの国家資格の整備と養成、配置が整備・拡充されていったことも看過で

きない o

余暇センターが設立されて聞もない 1973年には、アニマトクール職適性証

書 (BAFA) と管理職適性証書 (BAFD) 国家資格が創設され、余暇センターで

アニマトウールとして働くためには必須のものとなっていた。だが、これらは

一一 139一一



職業免状ではなくあくまでも「適性証」であり、専門性という点では低位にお

か れ ており、その資格の充実が求められていた。 1986年に民衆教育技術アニ

マトウール国家免状(BEATEP)、 1993年に技術アニマトウール補適性免状

(BAPAAT)、さらに 2003年青少年・民衆教育・スポーツ職免状(BPJEPS) な

どが職 業 免 状 と し て 新 た に 創 設されたのは、そうしたアニマトウールの専門化

・拡充が意図されていた。これらは、余暇センターのためだけの国家資格では

ないが 、学校周辺活動など地域における多様な教育・文化・スポーツ・余暇活

動の基盤 を充 実さ せる 人材 の養成を

意味しており、その職員配置も 1980

年代以降急速に広がった(表 2)。

またこうしたアニマトウールの養

成と配置は、「排除された人々」を

活動機 関 を 通 し て 地 域 コ ミ ュ ニティ

に 参加させ、社会的排除の予防策 と

しての性格も有していた。

表 2
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内PWでぬ棋峨Î>"~~宅4与税特~~~.f~演蝋4料命執粉、

アニマトウールの数の変化(1975-2005)

*数値はE規職員として働くアニマトウール数である

[出典 FrancisLebon， Les animateurs sociocu1ture1s， La Decouverte， 2009， p.46 ] 

( 3) r自立的教育態』としての余暇センター

これらの展開は、余暇センター の 発 展 を 急 速 に 促 す こ と に な っ た 。 ま ず 第 1

に、その全国的普及である。 1970年代には未だ 5，000前後であった余暇センタ

ー数は、 1996年 に は 22，006施設と 4倍以上に増加し、また約 500万人の青少年

が参加 し た 。 こ の 参 加 人 数 は 、フランスの初等・中等学校に通う生徒数が 650

万人であることを考慮するならば、 7-8割の生徒が余暇センターの活動に参

加していることになり、その普及度の高さが推し量られる (2ヘまたアニマト

ウールの数も 377，476人を数えるま で に な っ て い る ( た だ し 、 こ の 数 値 は 非 正

規職員を含む)。

第 2に、余暇センター設立当初の「未成年者を余暇時間に迎え入れる場」

という定義から、次のような次のような新たな定義がなされることになった。

f余暇センターは、余暇時間に未成年者を、習慣的かつ集団的な方法で受け

入れる資格が付与された自立的教育態(entite educative) である。ただし、霊童

(cours) や個人的学習(aoorentissage oarticulier) を除く J (1984年 4月 7日付青少
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年 ・スポー ツ省規則第 1条、下線はいずれも引用者)

す なわち、「自立的教育態」という教育施設として明 確 に性格づけられると

同時に、学校に対しては独自の性格を有する機関として位置づけられたのであ

る。 またこう した 教育機関であるための条件として「余暇セ ンタ ー長の下での

資格あるア ニマトウ ーノレ ・チーム の存在 j と「活動の目 的を 示す教育計画の策

定J (同 12条 、 13条)が求められるようになった こ とも注目される o

3 青少年の地域公共空間の形成への余暇センターの位置と役割

( 1 )青少年の地域公共空間としての「教育協議空間」

学業失敗の社会問題化 は、学校のあり方とともに学校外の活動や地域 のあり

方を問うことになった。 こう した展開は、青少年の学びと育ちのための多様な

地域アクタ ー が関わり地域の パ ートナーシッ プ を不可欠のものとする「青少年

の地域公共空間Jづくりの基盤が広がってくる プ ロセスでもあった。 こうした

空間を、 国立教育研究所の研 究員である M-Cドクノレエ ーベッソンは「教育協議

空間 (I'espace educatif conce11e) J と呼び、次のように述べている 。

「学びの空間は学校の壁を越えて広がる 。 学校のそばで、教育協議空間の炉床

( creuset) が生 まれ、それまで分散して いた 教育の場であるクラブ、スポーツ

ジム ・体育館、地域施設、可能な場合は家族などが、障壁のない教育協議空間

の中に入った」 問。

余暇センタ ー は、その規模と性格から 地域 の中に生成されつつある「教育協

議空間 Jの中でも重要な位置を占めている 。 図 1は、余暇センタ ー からみた協

調教育空間の実践像をシェ ーマ化したものである 。 すなわち余暇センタ ー が核

となり、学校 ・街路 ・家庭に働きかけ、対話や協

議 を 行うことに よって、①学校との教育協働 意Ij造
学校
1.・4

ノ l 、
、、

ノ l 、

メ 余暇 ¥ 
J センタ} 、

活動(coproduction)、② 地域や街路(rue) で青少年

を支えるネッ トワー クとそのシステムづくり、③

家庭 、地域 ・街路 、学校のそれぞれのアクタ ー を

結び、 3者の連携活動のダイナミズムを創り出す ，/，/¥ム
街路

こ と を表したものである 。 またそれを通 して、青

少年の参加と青少年活動の活性化を促し、地域の

家庭

活性化へと進むことが見通されている 。 以下、 図 1 余暇センターから見た

イッシー・レ・ムリノ市の余暇センターの事例

を通してみてみたい。

教育協議空間の実践像

( 2 )教育協議空間 の実践 とその広がりーイッ シー・レ・ ムリノ市の事例ー
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パリ市の南西部郊外に位置するイッシー・レ・ムリノ市は、テレビ局や IT

産業を中心に 850の企業が進出している人口 65，000人の中都市である。岡市は

市民参加型の行政を強く打ち出していることもあって、届け出しているアソシ

アシオンだけでも 400以上あり、それらが中心となって文化、スポーツ、環境、

社会福祉、保健医療など多くの分野で市民が積極的な活動を展開している地域

である。青少年のための余暇センターは、地域にネットワークとして 31箇所

に張り巡らされた施設(幼児対象- 14 、小学生対象 -8、中学生以上の青少

年対象ー 9)と約 150名のアニマトウー/レが配置され、近隣の青少年施設とし

て定着している。これら余暇センターの施設の所有はイッシー・レ・ムリノ市

であるが、管理・運営するのは、 CLAVIM (イッシー・レ・ムリノ市余暇アニ

マシオンセンター Centrede Loisirs et d'Animation de la Ville Issy-les-Moulinaux) とし、う

「余暇、教育、予防、参入、地域の活性化、親の支援の領域で活動する J(CLAVIM 

規約)アソシアシオンである例。

イッシー・レ・ムリノ市余暇センターの活動の特徴は、この CLAVIMによる

教育計画によって具体的にプログラム化されていることである。 26頁にわた

るそれらのプログラムをここで詳しく紹介する余裕はないが、年齢にあわせた

豊かな文化的余暇活動と同時に学習支援や就職支援など、青少年が抱えている

課題に彼ら自身の主体的取り組みを重視しながら取り組んでいる。それらの活

動全体に一貫している目標は、①青少年の発達段階にあわせて個々人に寄り添

い支援を行う随伴(accompagnement) と、②青少年が様々な活動に積極的に参

加できるようにする自立支援(engagement )である問。

第 2の特徴としてあげられるのは、学校や地域の多様なアクターとプロジェ

クトをたちあげ実践することによって、青少年が生活や地域との関連を問い社

会参加できるようなものとして展開されていることである。今日重点的に実施

しているプロジェク卜して、学校との教育協働アクション(actions de coproduction 

educative) がある。これは、①小学生から中学生に移行するときに不登校にな

りやすい生徒のための「連絡学級(classe Passerelle) J プロジェクトや、②生徒

同土の争いを制御するための生徒調停者配置プロジェクト、③学校で懲戒処分

を受けた生徒の学校復帰のための教育プロジェクトなどからなっている。こう

したプロジェクトは、 CLAVIMと各学校が契約を交わして行い、定期的な協議

が行われ推進されている。その他、地域の公共サービスについて学ばせ学校に

フィードパックさせることによって生徒リーダーの養成を行うプロジェクトや

青少年自身が地域のプロジェクトをたちあげ実践できるような市との連携プロ

ジェクト、親子の関係づくりのための親や研究者との協同プロジェクトなど多

様な取り組みが行われている問。
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第 3に、余暇センターの活動がその施設内だけで完結する活動としてでなく、

余暇セ ンター(具体的にはアニマトウーノレ)が、それぞれの課題を把握し、必

要な場合それに応じた パートナーをみつけ地域連携の核としての役割を果たし

ていることである 。例えば学習支援活動は学校や家庭との連携が不可欠であり、

また就職支援は地域の職業教育機関や雇用事務所あるいは国立雇用庁、非行防

止では県議会や精神医療機関、特別教育指導

員などとの連携が重視されている 。 青少年の

プロジェクト活動の推進では、市の行政およ

び県 ・市議会や多様なアソシアシオンとの連

携が図られている(図 2)。 そしてこうした

地域連携を構築していく営みが、地域の自治

的機能の活性化を促してい くことが見通され

ているのである 。

ところで、これらの余暇センターの活動は、

/ … }¥¥  

バ車¥|ブ7
i 余限センヲ 市柑

/'¥|  

¥…隔 ----
図 2 余暇センタ ーを核 とす る

地域ネ ッ トワー ク(イッシ ーレムリノ )

もはや余暇センター内のみでの活動にとどまっていないことは明らかであろ

う。地域のアクターとの対話や協議をもとにした協働での取り組みが広がりつ

つあり、そしてそれらの取り組みが、地域のネットワークづくりに繋がり、ひ

いてはそれが地域の活性化 へと繋げられていく方 向が、教育協議空間として展

望されているといえる 。

まとめにかえて

伝統的にフランスにおける国民教育としての 学校教育は、その共和制 国家モ

デノレ(ー にして不可分の国家ナシオンとその国民形成)から個別地域の教育が

問題とされることはほどんどなかった。 だが、学業失敗をはじめとする今日の

教育をめぐる問題は、地域社会や個々の子どもの生活を視野にいれなければ教

育が成りたたなくなっており、学校教育システムの中に地域を考慮することが

不可欠になってきていることを示している 。

余暇センターは学校支援のために設置されたわけではない。しかし今 日、

平等理念と社会的排除との闘い、青少年の生活 リズム理論を土台と して、学校

周辺での独自の教育機関に位置づくことによって、学校とのパー トナ ー 関係を

もちながら青少年教育を協働創造する立場から実質的に学校を支援することに

なっていることは注目されてよいだろう 。 それはまた、地域の諸機関と協議を

すすめながら青少年の地域公共空間(教育協議空間)を実践しつつその基盤づ

くりが図られようとしている o さらに、余暇センターにおいては、教育プロジ

ェク卜はもちろん教育チームが必須である 。 しかもそれは、基本的に養成を受

一一 113一一



けアニマトウール資格を有することが求められている。こうした人々は今日で

は「地域のスペシャリスト specialiste du territoire J (27) との位置づけもなされてい

る。その意味で地域の教育専門職体制の整備が進められていることが注目され

る。

こうした流れの中で、学校外の教育を、学校の補完としてのみ位置づけるの

ではなく、むしろ学校外の教育活動の側から、どのように学校/教師の役割を

再規定していくかが間われているといえるのではないだろうか。このことは、

「共和制国家モデノレから地域の特殊性志向への転換J(刻、「教会と世俗共和制

の普遍的価値による人聞の完成モデルから、職業労働、プロジェクト、主体と

しての子ども、地域公共政策、社会的紐帯といった新しい価値観の登場J閣

といった共和制教育モデルの歴史的転換への可能性を内包していると考えられ

る。今後の課題として深めていきたい。

[注]
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